
                             

 

       

≪次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画≫ 

 

 

 

 

 

 

職員一人ひとりが働くことに喜びや生きがいを感じ、誇りを持てる職場環境 

づくりを目指して、行動計画を策定します。 

 

１．計画期間   ２０２１年４月１日～２０２４年３月３１日 

 

２．内  容 

  【目標１】育児をおこなう職員を支援する諸制度の周知を図る。 

     〔対 策〕 

     ・子供の看護のための休暇制度の周知徹底を図る。 

     ・男性の子育て休暇の取得を促進する。 

 

  【目標２】適切な労務管理・時間管理を徹底し、ワークライフバランス 

       の向上を図る。 

      〔対 策〕 

      ・労務の効率化、手順の見直し、能力向上支援により、労働 

時間の短縮に努めるとともに職員の時間管理に対する意識 

を啓発する。 

      ・長期休暇及び記念日休暇等の実施により、有給休暇の取得を 

促進する。 

以  上 

 


